
議会第４回議案第100号  

 

 

                  一般会計 
平成29年度 今治市     歳入歳出決算の認定について 

                  特別会計 
 

 

                                       一般会計 
 地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、平成29年度 今治市  
                                       特別会計 
 

歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付する。 

 

  平成30年９月25日提出 

 

今治市長  菅   良 二  

 

 

提出書類 

                一般会計 
  １ 平成29年度   今治市     歳入歳出決算書 
                特別会計 
 

            歳入歳出決算事項別明細書 

            実質収支に関する調書 

            財産に関する調書 

  ２ 平成29年度   今治市一般会計及び特別会計主要事業調書 

  ３ 平成29年度   今治市基金運用状況を示す調書 

  ４ 平成29年度   今治市各会計決算審査意見書 



「参 照」 

 

地方自治法（抜すい） 

 

 （決算） 

第233条 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見

を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。 

５ 普通地方公共団体の長は、第３項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当

該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を

併せて提出しなければならない。 

 （基金） 

第241条 

５ 第１項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合にお

いては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを

監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第５項の書類と併せて議会に提出しなけ

ればならない。 

 

 

 

地方自治法施行令（抜すい） 

 

 （決算） 

第166条 

２ 地方自治法第233条第１項及び第５項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明

細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。 



議会第４回議案第101号  

 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法律第139

号）第６条第３項の規定により意見を求める。 

 

  平成30年９月25日提出 

 

今治市長  菅   良 二  

 

 

記 

 

 

   今治市関前                        真 城 栄 子 

 

 

   今治市伯方町                             馬 越 晴 通 

 

 

   今治市町谷                            久 松 宝 詮 

 

 

   今治市旭町                              日 浅 正 恵 

 

 

   今治市栄町                              加 藤 経 子 

 

 

 



   今治市旦                             月 原 伸 子 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「理 由」 

   真城栄子委員、馬越晴通委員、久松宝詮委員、日浅正恵委員、加藤経子委員、白石昇子委

員の任期が平成30年12月31日で満了するので、上記の者を推薦しようとするもの。 



「参 照」 

 

人権擁護委員法（抜すい） 

 

 （委員の推薦及び委嘱） 

第６条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見

高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の

業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の

擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞い

て、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。 

 （委員の任期） 

第９条 人権擁護委員の任期は、３年とする。但し、任期満了後も、後任者が委嘱されるまでの

間、その職務を行う。 



議会第４回報告第９号  

 

 

健全化判断比率等について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項及び第22条第

１項の規定により、平成29年度決算に係る健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を別冊の

とおり監査委員の意見をつけて報告する。 

 

  平成30年９月25日提出 

 

今治市長  菅   良 二  

 

記 

１ 健全化判断比率                             （単位 ％） 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

平成29年度 
― 

（実質赤字なし） 

― 

（連結実質赤字なし） 
12.8 11.8 

早期健全化基準 11.32 16.32 25.0 350.0 

 

 

２ 法非適用企業資金不足比率                  （単位 ％） 

特別会計の名称 平成29年度 経営健全化基準 

今 治 市 船 舶 交 通 特 別 会 計 
― 

（資金不足なし） 

20.0 

今治市簡易水道事業特別会計 
― 

（資金不足なし） 

今 治 市 港 湾 事 業 特 別 会 計 
― 

（資金不足なし） 

今治市鉱泉供給事業特別会計 
― 

（資金不足なし） 



今治市小規模下水道特別会計 
― 

（資金不足なし） 

 

 

 

３ 提出書類 

   平成29年度 今治市財政健全化判断比率及び公営企業資金不足比率審査意見書 



「参 照」 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（抜すい） 

 

（健全化判断比率の公表等） 

第３条 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比

率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」とい

う。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を

付けて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表しなければなら

ない。 

 

（資金不足比率の公表等） 

第22条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出

を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委

員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比

率を公表しなければならない。 


